
診療報酬にかかわるお知らせ 
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◆当院は保険医療機関の指定を受けております。 

 

◆明細書を無料で発行しております。 

公費負担医療を利用されているため、自己負担のない方についても、明細書を無料で

発行しております。明細書には、検査や処置、使用した薬剤の名称など、診療に関する

情報が記載されています。診療情報は、患者の皆様にとって大切な『個人情報』です。

その点を十分にご理解いただき、取り扱いにはご注意くださいますようお願いいたしま

す。また、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にお申し出ください。 

 

◆下記の診療報酬点数について、関東信越厚生局に届け出ております。 

①夜間・早朝等加算 

②機能強化加算 

③医療情報取得加算 

④医療 DX 推進体制整備加算 4～6 

⑤外来感染対策向上加算 

⑥生活習慣病管理料Ⅰ及びⅡ 

⑦ニコチン依存症管理料 

⑧在宅医療情報連携加算 

⑨外来後発医薬品使用体制加算 1 

⑩ 一般名処方加算 1・2 

 

◆夜間・早朝等加算 

下記の時間帯に受付された場合は、診療時間内であっても窓口負担の金額が変わること

があります（夜間・早朝等加算の取り扱いとなります）。 

平日午後 6 時以降 土曜午後 1 時以降 日曜祝日すべての時間帯 

 

◆機能強化加算 

当院は、地域における「かかりつけ医」機能を担う医療機関として、以下の取組みを行

っております。 

 ・他院処方分も含めた医薬品の把握、必要な服薬管理 

・必要に応じた専門医又は専門医療機関への紹介 

・健康診断の結果等の健康管理に係る相談 

・保健・福祉サービスに関する相談 

・診療時間外など緊急時の対応方法に係る情報提供 

※「かかりつけ医」機能を有する地域の医療機関は、神奈川県の「医療機能情報提供制 

度」のホームページ等で検索できます。 

 



◆医療情報取得加算 

当院では、オンライン資格確認を行う体制を有しています。 

患者さまの受診歴、薬剤情報、特定健診情報を取得、活用して診療を行っております。  

 

◆医療 DX 推進体制整備加算 4～6 

当院では、医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な 

情報を取得・活用して診療を行います。 

 ・診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用 

して診療を実施しています。 

・マイナ保険証を促進する等、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組 

んでいます。 

 

◆在宅医療情報連携加算 

当院では、在宅患者さんの診療情報等について、連携機関と ICT を用いて共有し、当該 

情報について常に確認できる体制を有しています。 

当院と情報共有している主な連携機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆外来後発医薬品使用体制加算 1 

当院は、外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っております。 

・発医薬品の使用に積極的に取り組んでおります。 

・薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体 

制を整備しております。 

・医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合

には患者さまに十分に説明いたします。 

 

◆一般名処方加算 1・2 

当院では、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、後発医薬品への変更等に関する「一般名

処方」の趣旨を患者さんに十分に説明いたします。 

一般名処方とは、医薬品の有効成分に係る一般的名称による処方で、医師が先発医薬品 

か後発医薬品かといった個別の銘柄を指定せずに処方を行うことです。 


